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他
支
部
会
員
一
、
〇
〇
〇
円

今
後
と
も
、
適
宜
必
要
な
テ
ー
マ
を
選
定
し
、
回
数

を
増
や
し
て
い
く
こ
と
も
検
討
し
て
い
き
ま
す
の
で
、

御
意
見
、
御
要
望
等
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。 

③ 

費
用 

各
回
と
も
、
東
・
西
支
部
会
員
八
〇
〇
円

② 
 

教
材 

(

株
）
日
本
法
令
の
セ
ミ
ナ
ー
動
画
・
Ｃ 

次
の
と
お
り
、
大
分
東
・
西
両
支
部
共
催
に
よ
る
研

修
会
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。 

二 

実
務
研
修 

一 

Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
よ
る
定
例
研
修
（
隔
月
） 

今
年
度
は
、
①
行
政
機
関
依
頼
型
実
務
研
修
、
②
実

践
事
例
型
実
務
研
修
（
会
員
社
労
士
）
、
③
基
礎
実
務

型
専
門
研
修
（
専
門
家
）
を
予
定
し
て
い
ま
す
。 

特
に
、
実
践
事
例
型
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
行
政
協

力
で
年
金
事
務
所
等
の
行
政
機
関
に
お
い
て
、
実
際
に

① 

日
時
・
場
所
、
テ
ー
マ 

 

下
記
の
と
お
り 

◎
Ｄ
Ｖ
Ｄ
研
修
等
に
つ
い
て 

 

Ｄ-

Ｒ
Ｏ
Ｍ
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ 

県県県社社社労労労士士士会会会   

大大大分分分西西西支支支部部部   

ニニニュュューーーススス   

No．２ 

大分県 

社会保険労務士会 

大分西支部 
TEL 097-546-4353 

FAX 097-546-4353 

日時(予定) 場 所 テ ― マ 

「情報を扱う社労士事務所・小さい事務所のための自分でできるプライ

バシーマーク取得の実務」 
8月 8日（土） 

県会会議室 
13:30～17:00 

講師：株式会社シーピーデザインコンサルティング 鈴木  靖氏 

「一夜漬けで覚える年金一元化による年金相談の注意点」 
10月10日（土） 

県会会議室 講師：三宅社会保険労務士事務所 
13:30～17:00 

特定社会保険労務士 年金コンサルタント  三宅 明彦氏 

12月12日（土） 「有期雇用特別措置法の徹底実務対応」 
県会会議室 

13:30～17:00 講師：社会保険労務士（元労働基準監督官）    北岡 大介氏 

「中小規模の医療機関の現状と労務管理」 
2月12日（土） 

県会会議室 講師：社会保険労務士法人 相事務所 代表社員 
13:30～17:00 

特定社会保険労務士 経営学修士      福島 紀夫氏 

※ ２回目以降の日程については、概ね１か月位前に御案内します。 

な
お
、
実
施
回
数
等
の
関
係
で
、
応
募
者
多
数
の
場
合

は
、
東
・
西
両
支
部
理
事
会
で
選
考
の
う
え
、
決
定
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
を
予
め
御
了
承
願
い
ま
す
。 

支
部
活
動
の
円
滑
な
運
営
に
資
す
る
た
め
、
会
員
の
皆

さ
ん
に
は
開
業
会
員
四
、
八
〇
〇
円
、
非
開
業
会
員
二
、

四
〇
〇
円
の
会
費
負
担
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
が
、
残
念

な
が
ら
、
現
在
ま
で
数
名
未
納
の
方
が
お
ら
れ
ま
す
。
会

費
は
、
支
部
活
動
の
活
性
化
を
図
り
、
会
員
の
地
位
向
上

の
た
め
に
是
非
と
も
必
要
な
経
費
で
す
。
未
納
の
方
に

は
、
早
期
の
納
入
を
お
願
い
し
ま
す
。 

そ
の
他
の
会
員
の
中
に
も
、
こ
う
い
う
テ
ー
マ
で
話
を

し
て
み
た
い
と
思
っ
て
お
ら
れ
る
方
は
、
今
後
の
研
修
講

師
と
し
て
の
予
行
練
習
に
も
な
り
ま
す
し
、
些
少
で
す

が
、
講
師
料
を
お
支
払
い
し
ま
す
の
で
、
奮
っ
て
応
募
し

て
く
だ
さ
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。 

五
月
一
八
日
に
大
分
東
支
部
の
臨
時
総
会
で
本
年
度

の
事
業
計
画
、
予
算
等
も
決
定
し
、
よ
う
や
く
両
支
部
の

体
制
が
整
い
ま
し
た
。
前
号
で
も
記
し
ま
し
た
よ
う
に
、

当
面
、
両
支
部
同
一
歩
調
の
も
と
に
、
協
働
し
な
が
ら
事

業
の
実
施
に
当
た
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

実
務
に
従
事
さ
れ
て
い
る
方
に
、
現
場
か
ら
の
情
報
提
供

と
い
う
形
で
講
師
を
お
願
い
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

◎
支
部
会
費
の
納
入
に
つ
い
て 

※ 

編 

集 

後 

記 


